
2019年9月

損害保険労働組合連合会

2 02 0 政策・提言集
損保労連

「

創

造

性

豊

か

な

働

き

」
の

実

現

に

向

け

て

「

創

造

性

豊

か

な

働

き

」
の

実

現

に

向

け

て

H1-H4_A4.indd   2 2019/09/03   18:55





目　次
損保労連の取り組みの全体像……………………………………………………………………………… P2
損保労連における政策活動の概要………………………………………………………………………… P4
損保労連の活動を支える基本コンセプト　―創造性豊かな働き―…………………………………… P6

第１章　損保グループ産業の健全な発展に向けて 
損保グループ産業の現状……………………………………………………………………… P10
１．品質・消費者利便のさらなる向上……………………………………………………… P12
　　1　社会・消費者からの要請の的確な把握
　　2　募集品質向上に向けた対応
　　3　金融経済教育の推進
　　4　業界共通化・標準化を通じた業務削減・効率化
２．事業フィールドの整備・拡大…………………………………………………………… P19
　　1　共済事業等に関する規制の見直し
　　2　銀行等における保険募集規制の見直し
　　3　生命保険における構成員契約規制の撤廃
３．社会インフラ機能の維持・拡大………………………………………………………… P22
　　1　地震などの自然災害を補償する保険のさらなる普及と迅速かつ適正な保険金支払
　　2　上記以外の保険の迅速かつ適正な保険金支払
　　3　自動運転自動車の普及にともなう関連法制等の整備
　　4　保険金不正請求防止対策
　　5　反社会的勢力との関係遮断
　　6　自賠責保険制度の安定運営
　　7　税制の見直し（令和２年度税制改正要望）

第２章　働く者のより豊かな生活の実現に向けて 
私たちを取り巻く環境………………………………………………………………………… P34
各種労働法制の見直し………………………………………………………………………… P38
１．持続可能な社会保障制度の実現………………………………………………………… P42
　　1　今後の医療保険制度のあり方
　　2　将来にわたって安定した介護保険制度の確立
　　3　子ども・子育て支援体制の量的拡充と質の向上、教育無償化
　　4　持続可能な公的年金制度の構築
　　5　確定拠出年金制度の拡充
　　6　多様な人材の活躍に向けた社会保険などの見直しへの対応
　　7　税制の見直し（令和２年度税制改正要望）
２．労働法制の見直し………………………………………………………………………… P52
　　1　……長時間労働の是正に向けた法制度の整備と長時間労働につながる商慣習の見直しの推進
　　2　同一労働同一賃金の実現に向けた対応
　　3　高度プロフェッショナル制度への対応
　　4　企画業務型裁量労働制の見直しへの対応
　　5　職場におけるパワーハラスメント等の防止強化に向けた対応
　　6　高齢者雇用への対応
　　7　過労死防止への対応
　　8　改正労働者派遣法への対応
　　9　有期契約の無期転換ルールへの対応
　　10　解雇無効時における金銭救済制度への対応
　　11　集団的労使関係の再構築に向けた対応
　　12　純粋持株会社やグループ企業等における使用者概念の明文化などの労働者保護ルールの整備に向けた対応

資　料
１．提言事項の経過・結果（抜粋）… …………………………………………………………P60
２．産別労懇・損調産別労懇における労組側発言（骨子・抜粋）… ………………………P68

1

提言集2019.indb   1 2019/08/30   13:20















8

提言集2019.indb   8 2019/08/30   13:20





⃝……国内景気は、輸出や生産の弱さが続いているものの、緩やかに回復しています。一方、本格的な少子
高齢化・人口減少の進展などを背景として、既存の国内損保マーケットは飛躍的な拡大が見込めない
状況にあるなか、各社は中長期的な見地に立ち、技術革新の進展や企業の海外進出の増加などによる
顧客ニーズの変化を見据え、新たな商品・サービスの提供を通じたマーケット開拓に取り組んでいます。

⃝…また、各グループは持続的な成長をめざし、生保事業について、資産運用収益の低下や貯蓄性商品
の販売抑制などマイナス金利政策の影響にくわえ、法人向け定期保険等の税務取り扱いの見直しの
影響が見込まれるなかでも、損害保険とのクロスセルを軸に、魅力ある商品・サービスの提供など
に取り組んでいます。くわえて、持株会社経営のもと、会社統合・再編をすすめているほか、M＆
Aの活用などによる海外保険事業や保険以外の金融・一般事業の拡大に積極的に取り組んでいます。
さらに、損保会社と損調会社、事務・システム会社は、それぞれ連携しながら、適正な損害認定や
事故防止活動による損害率の改善、業務プロセスの見直しやシステム共通化による事業の効率化な
どに努めています。

⃝……一般社団法人日本損害保険協会（以下、協会）が2019年６月に発表した協会加盟会社26社の
2018年度決算の正味収入保険料は、地震保険を主とした火災保険の増収や新種保険の増収などに
より、前年同期に比べ122億円増加し、8兆3,928億円（＋0.1%）となりました。

⃝……正味支払保険金は、「大阪府北部を震源とする地震」や「平成30年北海道胆振東部地震」による地
震保険の支払いの増加、「平成30年7月豪雨」や「平成30年台風第21号」「平成30年台風第24号」
などの国内自然災害による火災保険の支払いの増加などにより、前年同期に比べ6,219億円増加し、
５兆3,242億円（＋13.2%）となりました。正味損害率は、正味支払保険金および損害調査費の増
加により、69.1%（前年同期比＋7.6ポイント）となりました。

⃝……正味事業費率は、保険引受に係る営業費および一般管理費の減少や諸手数料及び集金費の減少によ
り、32.5％（前年同期比△0.1ポイント）となりました。

⃝……これらの結果、コンバインド・レシオは101.6％（前年同期比＋7.5ポイント）となりました。

⃝……保険本業の利益を示す保険引受利益は、上述の増減益要因のほか、保険金支払の増加にともなう責
任準備金戻入額の増加などにより、対前年度比で872億円減益の1,926億円（▲31.2%）となりました。

⃝……資産運用に関しては、利息及び配当金収入の増加や有価証券評価損の減少などにより資産運用粗利
益が対前年比で1,438億円増益（＋23.9%）となりました。

⃝……当期純利益は、特別利益の減少などにより、対前年比で18億円減益の6,765億円（▲0.3%）となりました。

損保会社の決算状況

マーケットの概況と業界の取り組み

損保グループ産業の現状

10

提言集2019.indb   10 2019/08/30   13:20















損
保
グ
ル
ー
プ
産
業
の
健
全
な
発
展
に
向
け
て

項番 項　目 内　　　容 提言先

7

継 続 … 損 保
割増引に関する
情報交換制度の
充実

・…非幹事契約の保険金支払データに関する保険会社間の情報交換のしくみ
は、十分であるとはいえません。

業界

8

継 続 …
損 保 … 生保

金融機関との間で
行う手続きの
迅速化・簡素化

・…口座振替結果のシステム反映が翌月の第４営業日等となっているため、
前月の振替有無が保険料不払解除を左右する場合などにおいて、契約者・
代理店などによる振替結果の確認作業が必要となっています。

・…金融機関作成の「質権設定承認請求書」のフォームが異なることや、保
険会社作成の「質権設定承認請求書」の利用が認められていない金融機
関があることを背景に、代理店における帳票管理や点検事務、事務会社
などによる入力業務が煩雑になっています。また、金融機関作成の「質
権設定承認請求書」では質権の対象となる保険金の種類等を迅速に把握
することが難しいケースも少なからず存在し、こうしたケースでは保険
金支払対応などで時間を要しています。

・…契約者が保険契約の申込書と口座振替依頼書に押印する印を混同し、書
類不備となる事例が散見されています。

業界
他産業

9

継 続 … 損 保
ＭＴ計上対象種目
の拡充および
ボルドロ計上記載
項目の標準化等

・…紙ボルドロによる共同保険の計上は、各社の経理部門における仕分けや
営業部門における計上といった大量の手作業の存在にくわえ、各社の計
上時期相違による計上遅延の発生、精算業務の混乱にともなう代理店手
数料支払時期への影響、各社別の保険種目コードや保険始期・終期といっ
た記載項目の相違に起因する各社間の照会負荷など、産業レベルで大き
な間接コストを生じさせています。

業界

10

継 続 …
損 保 … 生保

代理店登録
事務に係る
共通化・標準化

・…代理店登録に関する必要書類が保険会社によって異なることや、損保と
生保の双方を取り扱う代理店が多いなか、生損保の代理店登録の手続き
が異なることで実務が煩雑になっています。 行政・省庁

業界

11

継 続 …
損 保 … 生保

乗合代理店の自己・
特定契約比率の
計算に関する
インフラの整備

・…毎年一定の時期などに保険会社が把握・管理することになっている乗合
代理店の自己・特定契約比率調査は、乗合各社が調査し代申会社が合算
集計するなど極めて非効率かつ煩雑な手続きとなっています。

業界

▶………誤った割増引適用を防止する観点などから、販売用自動車・陸送自動車
の包括契約などに関する各社間の成績照会について、回答フォームの標
準化などの整備を求めます。

▶…口座振替結果確認に関するデータ交換の迅速化など、債権管理をスムー
ズに行うための対策を求めます。

▶…「質権設定承認請求書」のフォームの統一、または保険会社作成フォー
ムの使用を求めます。

▶…「口座振替依頼書」への署名を可とするルールの策定や、取扱保険会社
や金融機関の拡充など「レジペイ」の導入促進につながる対策を求めます。

▶…組合員の負担軽減などの観点から、MT計上対象種目の拡充、紙ボルド
ロの記載項目の標準化などを求めます。

▶…代理店登録事務について生損保間で生じている差異も含めた共通化・標
準化の検討を求めます。

▶…乗合代理店の自己・特定契約比率を正確かつ簡素に計算することができ
るよう、業界内のインフラ整備を求めます。
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項番 項　目 内　　　容 提言先

12

継 続 …
損 保 … 生保

「特定者」の範囲の
見直し等

・…「特定者」に関しては、当該代理店との資本的関係のほか、役職員の兼務
関係をはじめとする人的関係など、極めて広い範囲に規制がかかってい
ます。企業再編や雇用の流動化の影響は法人代理店にも及んでおり、役
職員の過去の職歴を正確に把握するにあたり、プライバシーへの留意が
必要なうえ、相当な負荷が生じています。

行政・省庁
業界

13

継 続 …
損 保 … 生保

乗合代理店に
おける個人情報管
ルールの標準化

・…社外へのデータの持ち出しに関するルールや顧客情報の定義が各社ごと
に異なることにより、代理店業務に混乱が生じています。

業界

14

継 続 …
損 保 … 生保

保険金請求書類の
取り扱いルール
標準化

・…診療状況申告書などの作成や本人確認資料などの提出要否に関して、保険
金請求者から保険会社へ多くの問い合わせが寄せられています。また、保
険金請求が二社以上におよぶ場合、お客さまが、ほぼ同じ内容の書類を作
成・提出しなければならないことや本人確認資料などの提出要否が会社間
で異なることで、お客さまの利便性や迅速な保険金支払を阻害しています。 業界

15
継 続 … 損 保

保険金VAN決済
システムの拡充

・…先行払した車物事案の保険金求償などは、１件ごとの回収・計上処理を
手作業で行うなど、非効率な実態にあります。

業界

16

継 続 … 損 保
重複保険に関する
求償スキーム等の
周知徹底

・…重複保険の求償は、手続きが煩雑であることにくわえ、スキームが十分
に理解されていないことから、各社の現場に大きな負荷を与えています。

業界
他産業

17
継 続 … 損 保

保険会社間の書類
送付の電子化など

・…他社から支払われた対人賠償保険金との差額を人身傷害保険金として支
払うために対人賠償保険金を支払った他社から関係書類を取り付ける場
合や、重複保険の保険者（他社）への求償手続きのために他社へ関係書
類を送付する場合などにおいて、保険会社間の書類の受け渡しが紙媒体
で行われていることにより、業務の増加を招いてます。 業界

18

継 続 … 損 保
自賠責調査事務所
の事務ルール等の
標準化・効率化

・…自賠責保険の調査・支払に関する事務ルールや重過失減額認定に関する
運用に地域間の差異があること、自賠責保険の精算請求（回収）に関す
る事務ルールにおいて保険会社に対して請求関係書類の原本の提出を求
めていることにより、業務の増加を招いています。 業界

▶…代理店委託業務の煩雑さを軽減するため、特定者の定義・規定の見直し
を求めます。くわえて、生損保間における定義の統一を求めます。

▶…各社で異なる乗合代理店の個人情報管理ルールについて、標準化を…
求めます。

▶……診断書の代わりとなる診療状況申告書などは自社書式以外でも柔軟に取
り扱うことや、本人確認資料などの必要書類の提出要否を統一すること
など、お客さまの利便性向上や迅速な保険金支払につながるよう各社の
保険金請求書類の取り扱いルールを標準化するよう求めます。

▶……保険金VAN決済システムについて、対人VAN決済と同様の決済システ
ムを早期に構築するなど業務の効率化につながる対応を求めます。

▶……重複保険の求償手続きに関するスキーム、重複契約確認時の標準フォー
ムの活用について協会加盟以外の共済などへ周知するとともに、求償金
額の算出方法について各社・現場への周知徹底を求めます。

▶…保険会社間の関係書類の受け渡しを極小化できるよう、電子メールなど
で完結できるようにする業界ルールの標準化や、前提となる損害対応フ
ローのペーパーレス化の推進を求めます。

▶…自賠責調査事務所の事務ルールや重過失減額認定に関する運用の標準化
と、自賠責保険の精算請求（回収）において請求関係書類としてコピー
やPDFを可とするなど事務ルールの効率化を求めます。
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…⃝…国民が自らの財産を守る自助の制度である地震保険制度は、1966年の創設以来、震災発生時にお
ける被災者の生活および日本経済の安定に寄与してきました。東日本大震災では業界全体が全力で
取り組んだ結果、約80万件もの保険金を迅速に支払い、被災者の生活再建に寄与できたことは、本
制度の有効性を実証したものといえます。

…⃝…東日本大震災や熊本地震などの大規模地震が続けて発生したことにくわえ、今後も、南海トラフ巨
大地震・首都直下地震などの発生が予想されていることから、地震災害に対する自助の備えへの必
要性が高まっています。このようななか、業界では地震保険制度の普及に向けて、地震リスクや地
震保険に対する理解拡大に取り組んだ結果、地震保険の加入件数は東日本大震災発生時から約630
万件増加したものの、その世帯加入率は31.2％と決して十分とは言えない状況にあります。

…⃝…また、迅速な保険金支払体制の構築に向けて、損害調査におけるモバイル端末の利用拡大や損害状
況申告方式の対象拡大などの支払体制の整備をすすめています。ほかにも大規模災害時に各社が重
要業務を安定的に稼働できるよう、損保協会のBCP（事業継続計画）をより実践的で実効性のある
ものとすべく、引き続き、内容の見直しを図っています。

…⃝…くわえて、2018年は「平成30年７月豪雨」「平成30年台風第21号」「平成30年台風第24号」など、
地震以外の大規模な自然災害が相次いで発生しました。特に「平成30年台風第21号」については、
保険金支払件数、支払額ともに東日本大震災に匹敵する規模となっており、このような台風や集中
豪雨などの自然災害に対しても、さらなる自助の備えの必要性が高まっています。

…⃝…一方、水災などのリスクへの備えとして消費者が必要な情報を得るために有効なツールとなるハ
ザードマップを作成できていない地方自治体などがあります。

3 社会インフラ機能の維持・拡大

情勢認識

１.  地震などの自然災害を補償する保険のさらなる普及と迅速
かつ適正な保険金支払

損害保険は、個人や企業のさまざまなリスクを引き受け、経済・社会活動を
下支えする社会インフラ機能を有し、国民が社会生活を送るうえでの安心・
安全を提供する役割を担っています。こうした役割を将来にわたり担い続け
ていくためには、各種業務や制度の安定運営、財務基盤の確保に取り組んで
いく必要があります。

基本的な考え方
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⃝……医療保険制度における後期高齢者支援金の全面総報酬割、介護保険制度における介護納付金の段階
的な全面総報酬割への移行といった負担増を背景に、健保組合においては、年々保険料率の引き上
げを余儀なくされています。今後も、高齢化の進展にともなう高齢者医療費への拠出金増加などに
より、さらなる保険料率の引き上げが見込まれています。

⃝……都市部を中心とした未就学児の待機児童の解消などが求められるなか、2012年に成立した「子ども・
子育て関連３法」にもとづき、子ども・子育て支援新制度が2015年４月から本格的に開始されま
した。消費税率引き上げにより確保する7,000億円程度などを財源に充てることとした同制度にし
たがい、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上に関する取り組みがす
すめられてきたものの、未就学児の待機児童数は2018年４月時点で19,895人と高止まりしていま
す。また、就学児童についても、「小１の壁」を打破することなどを目的に2014年７月に策定され
た「放課後子ども総合プラン」にもとづき、放課後児童クラブ（学童保育）数は年々増加している
ものの、女性の就業率の上昇による共働き家庭の増加などを背景に、放課後児童クラブを利用でき
ていない児童数は2018年５月時点で17,279人と前年対比で増加しています。

⃝……こうしたなか、2018年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」をうけて、
2020年度末までに約32万人分の保育所などを整備することを目的とした「子育て安心プラン」と、
2023年度末までに約30万人分の放課後児童クラブを整備することを目的として2018年９月に新
たに策定された「新・放課後子ども総合プラン」にしたがい、各種対応が実施されています。

⃝……また、同基本方針において「幼児教育無償化」を一気に加速すること、真に支援が必要な所得が低
い家庭の子どもたちに限って大学などの「高等教育無償化」を実現することが示されたことをうけ、
2019年10月からすべての３～５歳児と住民税非課税世帯の０～２歳児を対象とした幼児教育・保
育の無償化が、2020年4月から住民税非課税世帯ならびにそれに準ずる世帯を対象にした大学など
の高等教育無償化・教育費支援がそれぞれ実施されることとなりました。

⃝……高齢者世帯のうち６割が公的年金収入だけで生活するなど、年金は老後の生活保障の柱となってお
り、将来にわたって安心できる年金制度の確立が求められているなか、短時間労働者に対する社会
保険の適用拡大、産休期間中の保険料免除の導入など制度の拡充がなされました。また、2018年
12月より、短時間労働者に対するさらなる社会保険の適用拡大について検討がすすめられている
など、今後も年金制度の拡充が見込まれます。一方で、直近では2019年度に発動した賃金・物価
の変動率に応じた年金支給額の増額を抑制するマクロ経済スライドが今後も発動すると、標準的な
公的年金支給額の水準は現役世代の平均的な所得水準と比較して低下していくことが見込まれます。
また、年金積立金の運用を行う年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）について、ガバナンス強
化の観点から、2016年12月の法改正にもとづき、基本ポートフォリオ等の重要な方針を決定する
合議制の経営委員会が創設されましたが、保険料拠出者である労使代表の同委員会への参画は10名
中各１名であり、労使の意思の確実な反映という点からは不十分な委員構成との指摘もあります。
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項番 項　目 内　容 提言先 提言の時期

１
保険募集・販売に 
関する新たなルール
への対応

・…意向把握書面や情報提供義務の導入にあたっては、現場
の実務をふまえ、検討をすすめることを求めます。また、
各社の創意工夫がかえって乗合代理店などにおける業務
の煩雑さを招くことがないよう、業界共通化・標準化の
流れを十分に汲んで対応方法の検討をすすめることを求
めます。

・…商品推奨理由の説明義務を乗合代理店に課すにあたって
は、比較募集を行う代理店に限定することを求めます。

金融庁
業界 2015年度

２ 申込書・約款等の
用語の見直し

・…申込書・約款等に使用する用語・記述について、平易か
つわかりやすいものに改めるよう、対応を求めます。

・…くわえて、重要事項の定義（範囲）について、一定の基
準案を業界で作成するなどの検討を求めます。

業界 2006年度

３ 契約関係書類・
保険用語の統一化

・…消費者利便、組合員・代理店負担の観点から、契約関係
書類の帳票レイアウトや保険用語について、さらなる標
準化の検討を求めます。

業界 2014年度

４
自賠責保険の実務に
関する各種規制の
緩和

・…異動手続きの申し込みを受けた場合、証明書に直接異動
事項を記載するのではなく、後日異動承認書を発行する
事務処理を可能とすることを求めます。

国土交通省
業界 2006年度

５ 自賠責保険異動・
解約手続きの標準化

・…自賠責保険の契約者等が契約保険会社以外で入手した帳
票を他社でも利用できるよう、異動承認請求書の内容・
レイアウト、必要書類・事務ルールの標準化を求めます。

業界 2014年度

６
自賠責保険契約内容
の電子的確認制度の
構築

・…大規模災害発生時などに備え、契約者自身が契約照会を
行うことができるシステムの構築を求めます。 業界 2014年度

７ ノンフリート等級確
認運営の見直し

・…各社から契約者本人に対して、契約から一定期間経過し
た後に行う等級確認の作業が契約者・代理店にとって大
きな負担となっていることから、「調査のお願いフォーム」
の統一化および保険会社間による確認を可能とする態勢
の整備を求めます。

業界 2013年度

８
積立保険満期返戻金
支払時の取付資料の
標準化

・…積立保険の満期返戻金支払手続きに要する書類について、
各社ルールの標準化を求めます。 業界 2013年度

９ 署名または記名・ 
押印ルールの標準化

・…事務処理の精度を上げるため、署名または記名・押印ルー
ルの標準化を求めます。 業界 2014年度

10 ボルドロ計上ルール
の標準化

・…紙ボルドロによる共同保険の計上が産業レベルで大きな
間接コストを生じさせていることから、MT計上対象種
目の拡充、ボルドロ計上に関する標準ルールの策定・記
載項目の標準化に向けた検討を求めます。

業界 2013年度

1 提言事項の経過・結果（抜粋）

第１章 損保グループ産業の健全な発展に向けて
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提言の時期 経過・結果

2015年度
・…意向把握については、保険会社・募集人の創意工夫を重んじつつ、法律上は一般義務規定とし、具体的な方

法を監督指針で例示するなどの方向性が金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキ
ング・グループ」報告書で示されました。これに沿って、2016年５月には改正保険業法が施行されました。

2006年度 ・…2008年、損保協会により「保険約款のわかりやすさ向上ガイドライン」「保険約款および募集文書等の用語
に関するガイドライン」が策定されました。

2014年度
・…2013年９月、損保協会において「募集文書等の表示に係るガイドライン」「契約概要・注意喚起情報に関す

るガイドライン」「募集文書等の表示に係るガイドライン」が改定されるとともに、各種保険商品の「重要事
項説明書標準例」が公表されました。

2006年度 ・…内閣府の規制改革会議「規制改革推進のための３か年計画」の決定を経て、自賠責保険取扱規定が改定され、
2012年４月より異動手続きを一部簡素化することが可能となりました。

2014年度 ・……損保協会において、「権利譲渡に係る確認書」「罹災解約時の確認書」に係る標準帳票および事務ルールが整
理されました。

2014年度 ・…2014年７月から損保協会において、災害救助法適用地域で家屋の流失・消失などにより保険契約に関する
手がかりを失ったお客さまからの契約照会に応じる「自然災害損保契約照会制度」が開始されました。

2013年度 ・…無事故事故確認システムにつき、依頼データの送信タイミングに「計上時」が追加され、確認の早期化が図
られました。

2013年度 ・…損保協会にて、受取人不在時における標準的な返戻活動および受取人が見つからなかった場合の対応の考え
方について整理がなされました。

2014年度 ・……損保協会において、代理人手続きに関する共通ルールが策定され、その内容が「募集コンプライアンスガイド」
に反映されました。

2013年度
・……損保協会における検討を経て、「火災共同保険契約MT交換要領」で定められている非幹事契約の計上事務ルー

ルにつき、各社で周知徹底することが確認されました。なお、MT計上対象種目の拡充は、システム対応に
よる負担軽減効果が小さいなどの理由から見送られています。
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項番 項　目 内　容 提言先 提言の時期

11
乗合代理店における
募集人資格講習の
共通化

・…組合員・代理店双方の負荷軽減を図るため、業界共通の
資格講習の実施を求めます。 業界 2014年度

12
乗合代理店における
代理店監査項目の
共通化等

・…組合員・代理店双方の負荷軽減、乗合代理店におけるコ
ンプライアンス態勢の強化に向けて、代理店監査項目の
共通化および監査結果の共有化を求めます。

業界 2015年度

13

乗合代理店の自己・
特定契約比率の計算
に関するインフラの
整備

・…乗合代理店の自己・特定契約比率を正確かつ簡素に計算
することができるよう、業界内のインフラ整備を求め…
ます。

業界 2013年度

14 資産別運用比率規制
の見直し

・……保険業法において保険会社に課せられている、総資産等
に対する資産ごとの保有比率（国内株式30%、外貨建資
産30%、不動産20%など）に関する規制の撤廃を求め…
ます。

金融庁 2006年度

15 保険会社グループの
業務範囲の拡大

・……保育所の運営業務を保険会社グループの業務として認め
るよう求めます。 金融庁 2014年度

16
保険犯罪の防止に 
向けた取り組みの 
強化

・……保険金詐欺・不正請求およびそれらの疑義情報を共有…
するためのインフラ整備を求めます。

・…保険犯罪撲滅に向けた啓発活動の拡充を求めます。
業界

警察庁 2013年度

17

インターネット・
オークションによる
盗品カーナビなどの
流通防止策の強化

・……総合セキュリティ対策会議の報告書において提示された
各種対策の実施による、盗品の流通量や検挙件数への…
影響につき、早期の検証を求めます。そのうえで、対策
の効果が認められない場合には、行政処分や罰則の制度
化に関する検討を求めます。

警察庁 2010年度

18 反社会的勢力との
関係遮断

・…反社会的勢力に関する情報を共有するためのインフラ…
整備、行政や周辺業界との情報連携を一層すすめるよう
求めます。

業界
金融庁
警察庁

2014年度

19 自賠責保険制度の
中長期的な安定運営

・…自賠責保険の料率は、平成23年度に引き上げが行われ、
平成25年度にも第二段階の引き上げが予定されていま
す。自賠責保険料の急激な上昇は自動車ユーザー・販売
店双方に過度な負荷となることから、保険料率の見直し
にあたっては一般会計繰入金などの活用を検討するなど、
その影響を十分に考慮して行うことを求めます。

金融庁
国土交通省 2013年度

20 地震保険制度の
見直し

・…民間の保険責任額については、準備金の範囲内に限定す
るなどの恒久的な対策を講じるべきであると考えます。
また、フォローアップ会合において示された、自己申告
方式の拡大、モバイル端末・電話ヒアリングの活用の定
着を図るとともに、査定の簡素化・迅速化を図るべきで
あると考えます。

業界
金融庁 2015年度
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提言の時期 経過・結果

2014年度
・…損保協会において、代理店教育の均質化および各社の負担軽減を図るため、損保一般試験に関する各社講習

講師用の「講習ガイド」が作成されました。なお、各社の実質的な負担軽減につながらないなどの理由から、
協会主導による募集人資格講習の実施は見送られています。

2015年度 ・…2016年１月、「募集コンプライアンスガイド」（日本損害保険協会）が改定され、代理店・募集人の自己…
点検チェックリストが掲載されました。

2013年度 ・……損保協会にて、自己契約等の比率計算に利用する標準的なフォームが作成されました。なお、計算方法の…
統一については、検討の結果、見送られました。

2006年度
・……2007年、金融審議会金融分科会第二部会の報告書において、規制の見直しに関する提言がなされました。

金融危機などにより長らく検討が中断されていましたが、その後「規制を緩和しても財務の健全性は確保…
できる」との整理がなされ、…2012年４月をもって撤廃されました。

2014年度
・……2013年６月に取りまとめられた金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に係るワーキング・…

グループ」の報告書において、保険商品・サービスや保険会社グループの業務範囲を拡大する方向性が示され、
2014年11月に保険会社が子会社を通じて保育所の運営ができるよう保険業法施行規則が改定されました。

2013年度

・……損保協会「第６次中期基本計画」のもと、2013年１月に「保険金不正請求対策室」「保険金不正請求ホット
ライン」が協会内に設置されました。業界共通データベースに関しては、2014年に不正行為関係者のネッ
トワーク分析システムの運用が開始されたほか、2015年４月からは事故対応の初期段階で保険金請求歴…
情報を各社に提供する「保険金請求歴表示システム」の運用も開始しています。また、啓発ポスターや街頭…
活動などによる啓発活動もすすめられています。

・……行政との関係においても、損害保険防犯対策協議会にて現地警察との連携強化が図られているほか、警察庁
から都道府県警察に対し、業界の取り組みを理解し連携強化を図る旨の働きかけがなされています。

2010年度
・……盗品カーナビの流通防止対策等について、2010年５月に警察庁から関係事業者等に対し、盗品の製造番号

に関する情報提供等の要請がなされました。また、都道府県警察に対しても、この要請をふまえた対策の…
指示がなされました。

2014年度

・…2014年12月、損保協会において、「損害保険業界における反社会的勢力への対応に関する基本方針」が改定
され、取り組みの留意点の確認が行われたほか、全国銀行協会をはじめとする他団体からデータ提供を受け
るなど、データベースの拡充に向けた方針が示されました。

◦…金融庁からは、2013年12月に「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」、2014年２月
に「保険会社向けの総合的な監督指針」「保険検査マニュアル等の一部改正（案）」が公表されました。

2013年度
・…2013年１月の自賠責審議会において、ユーザー・販売店双方の負荷に一定配慮したかたちで同年４月以降

の保険料引き上げが決定されました。ただし、一般会計繰入金などの活用については、いまなお検討中と…
されています。

2015年度 ・…平成28年熊本地震の損害調査においては、自己申告方式の対象が、木造建物と家財の半損・一部損に拡大…
されました。
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項番 項　目 内　容 提言先 提言の時期

21
火災保険等に係る異
常危険準備金制度の
充実

・…火災保険等に係る異常危険準備金制度について、現行の
積立率５％より引き上げることおよび、洗替保証率およ
び本則積立率適用残高率を現行の30％から40％に引き
上げることを求めます。

財務省
金融庁 2019年度

22

損害保険会社の積立
勘定から支払われる
利子の負債利子控除
対象からの除外

・…2013年度までの租税特別措置とされている、損害保険
会社の積立勘定から支払われる利子に係る「特別利子」
の取り扱い（負債利子控除の対象から除外）について、
恒久措置とするよう求めます。

財務省
金融庁 2014年度

23 国際課税ルールの見
直しにおける対応

・……国際課税ルールの見直しを行う場合には、損害保険事業
の特性など経済実体のある事業活動に留意した検討を…
行うことを要望します。

財務省
金融庁 2019年度

24 自賠責保険制度の安
定運営

・……自動車安全特別会計から一般会計への繰入金は、交通…
事故対策などの運用益事業の原資とすべく過去の自動車
ユーザーの負担により積み立てられたものであること…
から、大臣間の覚書にしたがって期限までに繰り戻す…
べきであると考えます。

財務省 2019年度

項番 項　目 内　容 提言先 提言の時期

1
社会保障・税共通の
番号（マイナンバー）
制度の早期導入

・………税徴収の公平性の確保、医療・介護サービスの向上およ
び行政事務手続きの簡素化などにつながる共通番号制度
の早期導入を求めます。

内閣府
総務省
財務省

厚生労働省

2012年度

2 待機児童解消に
向けた保育の拡充

・………私たちが安心して家庭を持ち、出産に踏み切ることがで
きるよう、待機児童の解消に向けて保育の拡充に資する
政策を早急に実施することを求めます。

厚生労働省 2013年度

3
子ども・子育て支援
体制の量的拡充と 
質の向上

・………政府は、子ども・子育て支援に関する財源を確実に確保し
たうえで、待機児童の解消のため、新支援制度にもとづき
事業所内保育施設への支援、放課後児童クラブへの支援
など保育の量的拡大・確保を図る必要があると考えます。

厚生労働省 2019年度

4 教育無償化への対応

・………政府は、子どもへの支援を未来への投資と位置づけ、保
護者の就労状況や経済状況にかかわらず、すべての子ど
もが必要な教育を受けることができる環境を整備すべき
と考えます。

・………また、教育無償化をすすめるにあたっては、家庭の経済的
事情が子どもの学力や進学率に影響を及ぼしている状況
をふまえ、教育関連費用の負担が困難な世帯への支援を
優先すべきと考えます。

厚生労働省
文部科学省 2019年度

第２章 働く者のより豊かな生活の実現に向けて
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提言の時期 経過・結果

2019年度 ・…「平成31年度税制改正」において、積立率が６%に引き上げられました。

2014年度 ・…「平成26年度税制改正」において、特例の適用期限を５年延長することが決定されました。

2019年度

・…平成29年度税制改正では、「外国子会社合算税制」について、保険業を行う外国子会社が稼得する利子・配
当所得などは、本来の業務から生じた所得であるとして、合算課税の対象外とされました。

・…平成31年度税制改正では、「保険委託者特例」について、租税回避目的でない実体ある保険ビジネスが課税
されないよう対象範囲が見直されました。また、「過大支払利子税制」について、持株会社の持つ資金調達機
能、子会社への資本配賦機能に支障を及ぼさないよう損金算入可能な金額の算出方法が見直されました。

2019年度 ・被害者救済等の重要性や持続可能性をふまえ、2018年度には15年ぶりに23.2億円が、2019年度には37.2
億円が自動車安全特別会計に繰り戻されました。

提言の時期 経過・結果

2012年度

・………2013年５月に関連法が成立し、2016年１月からの共通番号（マイナンバー）の利用開始が決定しました。
これにより、税の申告や年金の給付申請などでの書類添付が段階的に不要となるなど、手続きの簡素化が…
すすめられる見込みです。なお、民間や医療分野における活用については、施行後３年を目途に検討を行う
こととされています。

2013年度

・………2012年通常国会において、「子ども・子育て新システム関連３法案」が成立し、子ども・子育て支援給付や
総合こども園の設置などが決定され、2015年４月から子ども・子育て支援新制度が本格実施されています。
また、同制度に先立ち実施されている「待機児童解消加速化プラン」では、2017年度までに約40万人分
の保育所を確保することを目標としていましたが、目標を10万人分上乗せし、50万人分の保育の受け皿を…
確保することが示されました。

2019年度

・………2016年通常国会において「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案」が成立し、事業所内保育業務
を目的とする施設等の設置者に対する助成事業の創設など、子ども・子育て支援の提供体制の充実を図る…
ための措置が講じられました。

・………2018年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」をうけ、2021年３月までに約32万
人分の保育所などを整備することを目的とした「子育て安心プラン」と、2024年３月末までに約30万人分
の放課後児童クラブを整備することを目的として2018年９月に新たに策定された「新・放課後子ども総合
プラン」にしたがい、各種対応が実施されることになりました。

2019年度
・………2019年10月からすべての３～５歳児と住民税非課税世帯の０～２歳児を対象とした幼児教育・保育の無償

化が、2020年４月から住民税非課税世帯ならびにそれに準ずる世帯を対象にした大学などの高等教育無償
化・教育費支援が、それぞれ実施されることになりました。
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項番 項　目 内　容 提言先 提言の時期

5
パートタイム労働者
への社会保険の適用
拡大

・………パートタイム労働者のうち、週30時間未満の人は社会保
険の適用対象外になっていることから、事業主の負担増
によりパートタイム労働者の雇用や収入に影響が出ない
よう配慮しつつ、適用対象の拡大を図ることを求めます。

厚生労働省 2013年度

6

社会ニーズに合致し
た保険料控除体系へ
の組み換え

（生命保険料控除等
の見直し）

・………公的な社会保障制度の補完に向けた国民の自助努力を一
層支援し、わかりやすい税制を実現するため、現行の生命
保険料控除、年金保険料控除、損害保険料控除の体系を
抜本的に組み換え、年金・介護・医療等の各商品を対象と
する新たな保険料控除体系に一本化する（所得税法上・地
方税法上の控除限度額を10万円とする）ことを求めます。

財務省
金融庁 2008年度

7 地震保険料控除制度
の創設

・………地震災害に備える国民の自助努力を支援するため、地震
保険料控除制度（所得税法上・地方税法上の控除限度額
を５万円とする）の創設を求めます。

財務省
金融庁
内閣府

2006年度

8
企業年金等の積立金
に対する特別法人税
の撤廃

・………2016年度までの経過措置により課税停止とされている、
企業年金等の積立金に対する特別法人税について、撤廃
を求めます。

財務省
金融庁

厚生労働省
2017年度

9 パートタイム労働者
の均衡待遇の確保

・………職務の内容などが正社員と同じパートタイム労働者の…
待遇の改善を図るため、均衡待遇の確保を含むパート…
タイム労働法の見直しを求めます。

厚生労働省 2014年度

10 年金積立金（GPIF）
への対応

・………年金積立金の運用方法の決定プロセスに、その拠出者である労使
代表が意見反映できるガバナンス体制を確立する必要があると
考えます。また、運用においては、専ら被保険者の利益のために
長期的な観点から安全かつ確実な運用の堅持が必要と考えます。

厚生労働省 2017年度

11 短時間労働者への
社会保険の適用拡大

・………すべての雇用労働者に対して社会保険を適用し、将来の
不安を払拭するとともに、老後における生活格差を発生
させないための制度改正が必要と考えます。

　…また、社会保険の適用拡大に向けて、企業負担の増加に
より雇用調整や賃金の引き下げが行われることのないよ
う、論議をすすめていくことが必要と考えます。

厚生労働省 2017年度

12 長時間労働の是正に
向けた法制度の整備

・………すべての労働者を対象とする「労働時間の上限規制」お
よび「勤務間インターバル制度」の導入など、長時間労
働の是正に向けた法制度の整備が必要であると考えます。

厚生労働省 2018年度

13 同一労働同一賃金に
向けた対応

・………労使の主体的な交渉・協議により、さまざまな制度への
影響や職場の実態なども勘案しながら、雇用形態間の合
理的理由のない格差の解消、労働者全体の雇用・労働条
件の維持・向上につなげていけるよう、法整備などをす
すめていく必要があると考えます。

厚生労働省 2018年度

14 高度プロフェッショ
ナル制度への対応

・…長時間労働の抑制、労働者の健康確保に向けて実効性あ
る省令・指針などの整備をすすめるとともに、改正法施
行後、速やかに制度運用の実態把握を行い、その結果に
もとづき的確な措置を講じる必要があると考えます。

厚生労働省 2019年度

15
職場におけるパワー
ハラスメント等の防
止強化に向けた対応

・…職場のパワーハラスメント防止に向けて、事業主の責任
や講ずべき措置を法令・指針において明確化する必要が
あると考えます

厚生労働省 2019年度
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提言の時期 経過・結果

2013年度

・………2012年通常国会において、「社会保障・税一体改革関連法案」が成立し、2016年10月から以下の条件の…
もとで短時間労働者への社会保険の適用拡大が図られました。

　【条件】…［１］週労働時間20時間以上　［２］月額賃金8.8万円（年収106万円）以上　［３］勤務期間１年以上…
［４］学生は除外　［５］従業員501人以上の企業

2008年度

・………「平成22年度税制改正」により、2012年度の所得税（2013年度の住民税）から、生命保険料控除制度が…
改正されました。2012年１月１日以降に締結した保険契約より新制度が適用されています。

　…【控除限度額】…生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除それぞれにおいて、所得税４万円、住
民税2.8万円（制度全体の控除限度額は所得税12万円、住民税７万円）

2006年度 ・………「平成18年度税制改正」により、火災保険・傷害保険などに適用されていた損害保険料控除が2007年１月に
廃止となり、地震保険料控除が創設されました。

2017年度 ・………「平成29年度税制改正」において、課税停止措置の適用期限を３年延長することが決定されました。

2014年度
・………2014年通常国会において、「パートタイム労働法の一部を改正する法律案」が成立し、正社員との待遇におい

て差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が以下のとおり拡大されました。
　【対象範囲】［１］職務の内容が正社員と同一　［２］人材活用のしくみが正社員と同一

2017年度
・………2017年通常国会において、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する

法律案」が成立し、基本ポートフォリオ等の重要な方針は、合議制の経営委員会で決定するなどのガバナン
ス改革が実施されました。

2017年度
・………2016年臨時国会において、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正す

る法律案」が成立し、2017年10月より、従業員500人以下の企業においても、一定の要件を満たす場合、…
労使合意により社会保険に加入できるようになりました。

2018年度 ・………2018年６月に成立した「働き方改革関連法」において、「罰則付き時間外労働の上限規制」や「勤務間インター
バル制度導入の努力義務化」といった長時間労働是正のための方策が盛り込まれました。

2018年度
・………2018年６月に成立した「働き方改革関連法」において、正規雇用労働者・非正規雇用労働者間の均等・均衡

待遇規定や、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する事業主の説明義務などの方策が盛り込まれ
ました。

2019年度

・…2018年6月に成立した「働き方改革関連法」において、「高度プロフェッショナル制度」が成立しましたが、
指針において、本制度の導入可能な対象業務が列挙方式で限定されたことにくわえ、導入する場合には労使
委員会での決議や本人同意が必須とされるなど、長時間労働の抑制や労働者の健康確保につながる規定が設
けられました。

2019年度 ・…2019年通常国会において、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が
成立し、パワーハラスメント防止措置を企業に義務付けることなどが決定しました。
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２ 産別労懇・損調産別労懇における
労組側発言（骨子・抜粋）

第166回 保険会社産業別労使懇談会（2018年12月20日）
第103回 損害調査会社産業別労使懇談会（2018年12月18日）

１．損保労連2019年度活動方針（概要）
…＜はじめに＞
　まずは地震、豪雨、台風と度重なる大規模自然災害により、犠牲になられた方々に哀悼の意を表す
るとともに、被災された多くの皆さまに心よりお見舞いを申し上げたい。
　損保労連は、去る９月に開催した第54回全国大会において2019年度の活動方針を確立した。今期
は2022年度までの５年間、継続性を持って解決に注力すべき取り組み課題として定めた中期重点取
組課題「Action2022」の２年目にあたることから、この「Action2022」をふまえて今期も活動方
針を策定した。
　今期の活動方針に沿って活動をすすめるなかで、組合員の声や職場の実態などから認識した課題に
ついては、その解決に向けて主体的に取り組むとともに、労使で解決すべきものは産別労懇などを通
じて建設的な問題提起を行っていく所存である。経営には、健全な労使関係のもと、引き続き組合の
声を真

しん
摯
し

に受け止めることをお願いしたい。
　本日は今後の労使論議のベースとすべく、今期の活動のポイントを共有しておきたい。
＜今期の活動のポイント＞
　まずは、「Action2022」の２つ目にある「働き方改革の実現」に関する活動について２点お伝え
する。
　１点目は、7月の産別労懇において、「相手の働き方に配慮する」ことを前提とした組織マネジメ
ントの徹底という点における組合員の主体的な行動変革の後押しと、労使協調での取り組みをお願い
した「長時間労働につながる商慣習の見直し」について、今期も注力していく。
　具体的な取り組みとしては、全国各地で開催しているユニオン・ミーティングや各単組における職
場会の開催などを通じ、商慣習の見直しをあらゆる取引先とともにすすめていくにあたり、お互いが
根底に有すべき「相手の働き方に配慮する」といった考え方や、日本代協との共同宣言など「ＧＥＮ
ＫＩ」135号（2018年８月発行）の特集記事の内容を組合員と丁寧に共有している。引き続き、組
合員一人ひとりがこの考え方を前提に、自らの行動変革や取引先の行動変革の喚起などの第一歩を踏
み出せるよう、産別・単組が一体となって後押ししていく。くわえて、連合やほかの産業別労働組合
とも連携しながら社会全体での運動に広げられるように取り組んでいく所存である。なお、日本代協
においても、通達や会報誌などを通じて加盟代理店に対して本内容が案内されていることを共有して
おく。
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　２点目は、「時間外労働の上限規制」や「同一労働同一賃金」の観点が盛り込まれた「働き方改革
関連法」への対応についてである。2019年４月以降に施行されるこれらの法令に対しては、単に法
令を順守するための制度構築にとどまることなく、労使が多様な人材が活躍するための土台づくりと
いう法改正の趣旨をふまえ、法改正を機にすべての組合員・社員にとって、働きやすく、やりがいの
ある職場づくりをさらにすすめていくことが重要であるとの考えのもと、産別と単組が緊密に連携し
ながら対応をすすめていく。
　また、第４次産業革命や100年に一度ともいわれるこの変革期のなか、「技術革新への対応」「人が
育つ風土の定着」に関する活動として、引き続き「技術革新」が産業や働き方に与える影響を注視し
ていくとともに、組合員一人ひとりが「健全な危機感」を常に持ち、自らが将来の環境変化を捉えな
がら「めざす働き方」を考え、その実現に向けた行動変革をし続けられるよう、産別と単組が一体と
なって運動を展開していく。
　くわえて、こうした変革期においては、損保グループ産業はもとより、社会保障や労働法制に関す
る難易度の高い課題に直面する場面がこれまで以上に想定されるため、「政策実現力の向上」に向け
て取り組みをすすめていくことが極めて重要だと考えている。そのために、連合・他産別や金融庁、
業界団体などとの意見交換や、一昨年に国会議員との定期的な意見交換の場として設立した「損保労
連政策懇談会」での論議などを通じて、関係先との関係構築・強化により一層取り組んでいく。
　最後に「組織力の強化」に関して、昨期は「チューリッヒユニオン」を新たな仲間として迎えたほ
か、各単組においても組織化をすすめ、着実に仲間の輪を広げているところである。今期も組織拡大
をさらにすすめ、単組・産別における職場の課題把握機能や経営チェック機能を強化するとともに、
業界を含めた関係先への影響力を向上させていく所存である。
　なお、「SDGｓ」にも取り上げられている格差是正や貧困の撲滅、気候変動対策など、持続可能で
多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、連合活動はもとより、アジア太平洋地域での金融部会議
長の立場などを生かして、UNIグローバルユニオンの活動にも積極的に参加していく。

２．大規模自然災害への対応と今後を見据えた体制整備

（１） 組合員・社員の心身の健康確保
　2018年６月に発生した大阪府北部を震源とする地震に始まり、西日本を中心とした平成30年７月
豪雨、東北地方における平成30年８月30日からの大雨、台風20号、21号、平成30年北海道胆振東
部地震、台風24号と大規模自然災害が相次いで発生している。
　このような未曽有の災害に対して、被災地の組合員・社員はもとより、被災地以外での保険金支払
業務や通常事案のバックアップを行っている組合員・社員も含めた損保グループ産業で働くすべての
組合員・社員が、お客さまに安心・安全をお届けするという産業の社会的使命を果たすべく、懸命に
対応している。
　そのようななか、今回の災害対応により、保険金支払部門を中心にワークルールで定められた月間
の労働時間の上限に連続して到達しかけているなど、平時の労働時間を大幅に超過している組合員・
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社員も一定数出てきている。また、「被災地応援に派遣されている期間中の通常業務は派遣元のメン
バーがフォローしてくれていたものの、派遣元の職場に戻った後は残っている通常業務の対応をしな
ければならないなか、応援派遣時の休日勤務の代休取得ができず疲弊している」といった声が寄せら
れるなど、すべての組合員・社員の心身の健康確保に向けて十分な対応がなされているとは言い切れ
ない実態があることを確認している。
　ついては、すべての組合員・社員の心身の健康確保が大前提であるとの認識を産業労使で合わせた
うえで、今回の災害対応における「代休の取得徹底」など適正な労務管理を履行していくことはもと
より、今後いかなる規模の自然災害が発生した場合にもすべての組合員・社員の心身の健康が確保で
きるよう、今回の災害対応をふまえ、個社の実情に合わせた適切な対応をお願いしたい。

（２）保険金支払体制の整備
　地震に対する業界の取り組みとしては、2016年４月に発生した熊本地震以降、保険金支払業務の
さらなる簡素化などの保険金支払体制の整備が順次すすめられており、今回の地震の保険金支払対応
においても、「モバイル端末を使った調査」など、展開されているしくみが機能しはじめていること
を確認している。
　今回は、地震以外にも大規模な風水災も相次いで発生しており、すでに支払件数は100万件を超え
ている。これは、2011年３月11日に発生した東日本大震災の約80万件を上回る件数であり、多く
の組合員・社員が「少しでも早くお客さまに保険金をお支払いしたい」という高い使命感のもと、今
回のような未曽有の災害においても懸命に取り組んできた。
　他方、「今後を見据えれば、水災における損害調査の効率化に資する対応など、商品や損害認定に
おける判断を共通化せずとも業界共通でできる対応がないか検討しはじめるべきではないか」など、
地震以外の自然災害においても、より迅速かつ適正な保険金支払ができるよう、個社の対策のみなら
ず業界として講じる余地のある対策について今から検討をすすめていくことを求める声が多く寄せら
れている。
　地震以外の自然災害の保険金支払対応については、商品や損害認定上の判断などが個社ごとに異な
るため、個社ごとの対応がベースとなることは理解している。一方、今後いかなる規模の自然災害が
発生したとしても、先ほど述べたすべての組合員・社員の心身の健康確保を前提に、より迅速かつ適
正な保険金支払という損保グループ産業の社会的使命を果たし続けていくためには、地震以外の自然
災害であっても業界共通で対応したほうが効率的なことなどについて検討を深めていく必要があると
考えており、業界経営の認識を確認したい。

（３）自然災害リスクと必要となる備えへの理解促進
…　これまで、組合員・社員、代理店がリスクに応じた適切な提案を行ってきた結果、多くのお客さま
に保険金をお支払いすることができ、お客さまから感謝の声を多数いただいた。他方、一部の組合員・
社員、代理店からは、「水災補償の必要性について、実際にご加入いただくところまでの理解を得ら
れなかったこともあるため、今後は今回の経験をふまえ、その必要性をしっかりと訴求していきたい」
といった声も寄せられている。お客さまに安心・安全をお届けするという損保グループ産業としての
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社会的使命を果たすためには、水災をはじめとした自然災害に対する補償が必要なお客さまにその必
要性を早期に正しく理解いただくことが不可欠であり、そのための取り組みを各社において一層加速
させることが必要であると考えているが、業界経営の認識を確認したい。
　また、火災保険に未加入で被害を受けられた方から、「ハザードマップを見たことがなかった」「各
種災害情報をもっと把握していれば火災保険の加入を検討していたかもしれない」といった声があ
がっていることを確認しており、自然災害リスクに関する情報をより積極的に発信していくなど、業
界として火災保険に未加入の方を含めたすべての消費者への啓発活動をさらに強化していくことが必
要であると考えているが、あわせて業界経営の認識を確認したい。

（４）最後に
　損保労連では、今回の大規模自然災害を通じて把握した組合員等の声や、日本代協、消費者団体と
の意見交換等をふまえ、課題を整理し適時適切に業界経営に伝えていくことを検討しており、より魅
力ある産業の実現に向けて、引き続き産業労使一体となって取り組んでいきたいと考えている。

３．アジャスター組合員における「めざす働き方」の実現に向けた取り組み

　これまでも損調産別労懇において過去複数回意見交換を行っているとおり、損保労連では、アジャ
スター組合員が「アジャスターの持つべき専門性」を土壌としてその専門性を高め、一人ひとりの強
みを生かすことなどにより、アジャスターの能力を最大限に発揮している姿になるための「めざすア
ジャスター像」の取り組みを、昨年度までの６年間、損調版ユニオン・ミーティングや理解浸透のツー
ルの展開、単組の取り組み支援などを通じて展開してきた。
　他方、現状に目を向ければ、自動車分野におけるレベル１・２の運転支援機能を搭載した車両の普
及や、レベル４自動運転車の実用化に向けた開発の進行、医療分野におけるロボット手術の活用機会
の向上、AIやRPAの導入など、アジャスター組合員の業務に関わる分野における技術革新は以前に比
べ著しく進展しており、その変遷をふまえれば今後も加速度的にその革新がすすんでいくことが予想
される。
　このように、取り巻く環境変化の速さや大きさが増し、アジャスター組合員に求められる専門性の
深さや広さが増していくと想定されるなか、アジャスター組合員が「働きがい・やりがい」を実感し
ながらさらに付加価値を高めて働き続けていくためには、「強み」や「外的キャリア」のみならず、
働く意義や動機など「働くことに対する価値観」といった「内的キャリア」も意識して自らの「めざ
す働き方」を考え、行動変革につなげていくことが重要である。くわえて、取り巻く環境は常に変化
し続けている。その環境変化によって「めざす働き方」やその実現に向けた行動が変化することもあ
るため、一度考えた後も、新たな環境変化を認識した際には、自らの「めざす働き方」を適宜見直し、
行動変革につなげるといったプロセスを繰り返して続けていくことが、ますます重要になると考える。
　こうした考えのもと、今期からは、前述の「めざすアジャスター像」の取り組みから、その取り組
みに「内的キャリア」などの考え方も取り入れた「めざす働き方」の実現に向けた取り組みに移行し
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ていくこととした。また、今年度は取り組みの移行のタイミングであるため、損調版ユニオン・ミー
ティングで実際に「めざす働き方」を考えるプロセスを身につけてもらうための機会を提供するとと
もに、同内容を各単組内でもできるよう展開していく。
　損保労連としては、引き続きアジャスター組合員一人ひとりが「めざす働き方」を考え行動変革に
つなげるといった取り組みを単組が主体となって推進していくことができるよう支援していくことと
しているが、経営には、本取り組みの趣旨・目的を理解し、アジャスター組合員を取り巻く環境が今
後変化していくなかでも、「外的キャリア」のみに依拠することなく、自分自身の「内的キャリア」
をふまえて「めざす働き方」を考え、行動変革に一歩踏み出すことができるよう、例えば以下のよう
な取り組みをより一層行うなど、アジャスター組合員の主体的な取り組みの後押しとなる対応を講じ
ていただきたい。

■……「強み」や「外的キャリア」に関わる対話だけでなく、個人の「内的キャリア」を引き出し、そ
のうえで「めざす働き方」にもとづいた行動変革に向けた助言の実施、ならびに上司の対話ス
キル向上に向けた支援

■……アジャスター組合員が自分自身の「内的キャリア」をより意識できるようになるためのキャリ
ア開発研修などの場の提供

■……アジャスター組合員が環境変化を捉え、「めざす働き方」や行動変革を繰り返し考えることがで
きるよう、技術革新の動向や関連する法整備などアジャスター業務に影響し得る環境変化のみ
ならず、環境変化をふまえた会社のめざす方向性の検討状況などについての適時適切な情報…
提供
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１．損保労連2019春闘方針（案）について

（１）賃金方針
　春闘を取り巻く情勢を冷静かつ客観的に捉えたうえで、賃金の性格にもとづいた「生活水準の確保」

「世間一般・隣接業界対比での賃金水準の確保」「働きに報いる賃金水準の確保」の観点をそれぞれ徹
底的に論議してきた。くわえて、「経済の自律的成長」に向けた労使の社会的役割を、春闘を通じて
どのように果たしていくべきか検討を行った。
　各観点および「経済の自律的成長」に向けた労使の社会的役割に関する私たちの認識と判断を次の
とおり伝える。

【生活水準の確保】
　消費者物価指数（コア）は、2018年４～ 11月にかけて前年同月比で+0.7% ～ +1.0%程度で推
移し、通期では前年度比+0.8% ～ +1.0%と予測されている。これらの状況をふまえれば、「生活水
準への影響度合いは大きいとは言いきれないものの、昨年の生活水準を確保できているとは言えない」
と判断した。

【世間一般・隣接業界対比での賃金水準の確保】
　連合は「賃金改善」の方針を掲げ、春闘情勢への影響が大きい他産別においても「賃金改善」方針
を掲げている。くわえて、隣接業界でも「賃金改善」方針を掲げる産別もある。これらより「世間一
般・隣接業界対比での賃金水準は確保できているとは言えない」と判断した。

【働きに報いる賃金水準の確保】
　2018年度通期では、コンバインド・レシオは度重なる大規模自然災害の影響を受けたことを主因
として100%を上回ることが見込まれているものの、保険引受利益は異常危険準備金の取り崩しなど
により昨年度に引き続き黒字が見込まれる。
　昨年、日本各地で大規模な自然災害が頻発したなか、組合員は迅速かつ適正な保険金支払に向け一
丸となって懸命に取り組んでいる。また、業務領域の拡大や生産性の向上などに取り組みながら社会・
消費者からの要請に的確に対応し、保険商品・サービスの品質のさらなる向上に努めている。
　これらの点をふまえれば、中長期的な業容の拡大に向けた歩みは着実にすすんでいると考えられる
ことから「働きに報いる賃金水準を確保できているとは言いきれない」と判断した。

【「経済の自律的成長」に向けた労使の社会的役割】
　超少子高齢化社会に突入し、人口が減少し始めた日本においては、所得の向上によって消費の拡大
を図り、「経済の自律的成長」を実現する必要がある。2019春闘においても政労使のいずれもが「経
済の自律的成長」に向け、賃金改善に取り組むとの社会的役割を認識するなか、重要な社会インフラ
の一部であり日本経済の一翼を担う損保グループ産業労使も、賃金改善に取り組むことを通じて「経
済の自律的成長」に向けた社会的役割を果たしていく必要がある。なお、「経済の自律的成長」に向
けた社会的役割を果たすことは、ひいては産業の健全な発展と労働条件の維持・向上にもつながって

第167回 保険会社産業別労使懇談会（2019年2月21日）
第104回 損害調査会社産業別労使懇談会（2019年2月20日）
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いくものと考える。

　これらを総合的に勘案すれば、すべての単組が賃金改善を念頭におき、全従業員一律の月例給、時
間給の引き上げはもとより、その他あらゆる視点からも要求内容を検討すべきであると判断し、次の
方針を策定した。

　今後各単組は、この産別方針をもとに「賃金改善」を念頭において、徹底的に論議し、要求内容を
確立していくことを伝えておく。

（２）環境整備方針
　昨春闘で確認した私たちの職場の諸課題のうち、多くは個別の労使協議等を通じ解決に向けた取り
組みが着実にすすめられているものの、短期的に解決することが困難なものも多く、今春闘において
は、引き続きこうした課題を解決していくべきと認識したうえで、直近の職場実態をふまえた新たな
課題も加味し、それら諸課題の解決に向けた環境整備方針を次のとおり策定した。

（３）今後の交渉に向けて
①共闘態勢
　単組が確信を持った要求内容とすべく、すべての単組が要求内容を策定する際の考え方・理念を共
通させる共闘態勢を構築した。
　この共闘態勢をより強固なものとすべく、中央闘争委員会を設置し、経営が誠実に回答しない事態
が生じた際などには、産別として単組の交渉を支援していく。

　…「月例給、時間給、臨給・賞与、諸手当などの労働諸条件の改善に取り組む」

■……組織全体で一丸となって取り組むことに意義を感じ、職場のメンバーや職場同士がお互いを支
えあい、人と人とのつながりを実感できる環境の実現に向けて、コミュニケーションを大切に
するマネジメントの実践を求めます。

■……組合員一人ひとりが仕事の意義を理解し、主体的に働くことができる環境の実現に向けて、各々
の職場のめざす姿やその実現のために取り組むべき施策の趣旨の十分な説明を求めます。

■……組合員一人ひとりが取り巻く環境変化を前向きに捉え、キャリアを着実に形成していくことが
できる環境の実現に向けて、さらなる支援を求めます。

■……組合員一人ひとりが不安や悩みを抱えることなく仕事と生活の両立ができる環境の実現に向け
て、「仕事と出産・育児、介護、治療の両立」に資するさらなる支援にくわえ、前提となる「長
時間労働につながる商慣習の見直し」などの長時間労働是正や休暇取得推進につながるさらな
る対策を求めます。

■……組合員一人ひとりが顧客に対してより一層の高品質なサービスや価値の提供ができる環境の実
現に向けて、業務の多様化・高度化に応じた業務プロセスの見直しやインフラ整備等の業務削減・
効率化のさらなる推進を求めます。

74

提言集2019.indb   74 2019/08/30   13:20



　この共闘態勢のもと、産別・単組が一体となって要求内容の実現に向けて徹底的に取り組むことを
伝えておく。
　また、第1回目の中央闘争委員会で、今春闘において産別・単組が一致団結して取り組むことの姿
勢を示すため３月７日を統一要求日とするとともに、早期妥結を図るため回答期限日を設定すること
としたこともあわせて伝えておく。
②今後の交渉
　今後、単組において春闘方針を確立し交渉をスタートしていくが、すべての個別労使がそれぞれの
賃金要求・環境整備要求を真摯に協議することにより、個社ひいては産業の魅力向上につながってい
くものと考えている。
　これまで長年培ってきた労使の信頼関係のもと、われわれの確信を持った要求内容に対し真摯に論
議を重ねたうえで、納得感ある回答を示すよう求める。

２． 働き方改革関連法施行を契機としたより魅力ある損保グループ産業の
構築に向けた取り組み

　少子高齢化・労働力人口の減少という構造的な問題に直面しているなか、個々の事情に応じた多様
で柔軟な働き方を自分で選択できる環境を整備し、すべての働く者が生きがいを持ってその能力を最
大限に発揮していく、といった働き方改革の趣旨・目的にもとづき、政労使で検討がすすめられた「働
き方改革関連法」が2019年４月以降順次施行されていくこととなる。
　本日は、「罰則付き時間外労働の上限規制の導入」や「年次有給休暇の取得義務化」などが定めら
れた2019年４月の「労働法制の見直し」に関する法施行を契機に、より魅力ある損保グループ産業
の構築に向けた取り組みを労使協調ですすめていくべく、現下の職場実態をふまえた今後の対応の方
向性につき、産業労使で認識を合わせたい。
　はじめに、損保労連が独自に調査している「労働時間実態調査」の直近の動向を共有すると、以下
のとおりとなっている。
＜保険会社＞
⃝…年間総労働時間について、2013年度は2,118時間だったものの、その後減少し、2017年度は1,945

時間（調査開始以来初の2,000時間を切る水準）となった。
⃝…制度休暇を含めた休暇取得日数について、2013年度は12.87日（うち有給休暇取得日数は6.61日）

だったものの、その後増加、2017年度は16.32日（うち有給休暇取得日数は9.55日）となった。
＜損調社＞
⃝…年間総労働時間について、2013年度は2,078時間であり、翌2014年度には2,179時間と増加した

ものの、その後は減少傾向であり、2017年度は2,016時間となった。
⃝…制度休暇を含めた休暇取得日数について、2013年度は12.83日（うち有給休暇取得日数は5.58日）だっ

たものの、その後は増加傾向であり、2017年度は17.17日（うち有給休暇取得日数は5.83日）となった。
　年間総労働時間についてはいまだ働き方改革実行計画で問題視されている2,000時間程度の水準に…
あることや、「2020年までに取得率70％」との政府目標が掲げられている年次有給休暇は、制度休
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暇の導入状況が業種・会社によって差異があるという前提はあるが、低水準とされている全産業平均
取得率51.1％（平均取得日数9.3日）と差がない状況と考えられることをふまえると、年間総労働時間・
休暇取得日数ともにいまだ課題なしとは言い難い水準にはあるものの、2013年度以降徐々に改善し
てきていることが確認できている。
　また、定時退社日のみならず定められた時間に帰ることを励行している職場や、月一休暇を徹底し
ている職場なども確認できており、労使協調で働き方改革に取り組んできた結果、組織風土は着実に
変革してきているものと認識している。
　一方、現下の職場に目を向ければ、早く帰ることにより創出した時間の有効活用という視点を持つ
ことができていないマネージャー・組合員や、個人・組織が持続的に成長し続けていくうえでは必要
不可欠な「働き方改革を通じて実現したい自身や職場のめざす姿は何か」を十分に思考できていない
マネージャー・組合員も確認できている。
　こうした状況をふまえれば、「個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できる環境を
整備し、すべての働く者が生きがいを持ってその能力を最大限に発揮していく」といった働き方改革
の趣旨・目的へのマネージャー・組合員双方の理解は道半ばの実態にあると考える。
　損保労連としては、社員一人ひとりの「やりがい・働きがい」「ゆとり・豊かさ」の向上、損保グルー
プ産業の一層の魅力向上を果たしていくためには、働き方改革をすすめていくための土台となる労働
法制の見直しを契機に、その趣旨である「個々の事情に応じたワーク／ライフ・バランスの実現」を
ふまえ、社員一人ひとりが「時間」に対する意識をより一層高め、自身の働き方を変革していくこと
が必要と考えている。
　社員一人ひとりが「時間」に対する意識をより一層高めていくことは、さらなる残業時間の削減・
休暇取得の推進という観点からも有効であるだけでなく、結果として、あらゆる社員が働きやすく活
躍できる職場づくりにつながっていくものと考えている。
　一方、「働き方改革そのものの趣旨・目的に対するマネージャー・組合員双方の理解が道半ば」と
の課題が見受けられるなかでは、「時間」に対する意識をより一層高めていく必要性が浸透せず、「個々
の事情に応じたワーク／ライフ・バランスの実現」の弊害となる懸念がある。
　こうした事態に陥ることないように、これまで労使で着実にすすめてきた働き方改革に向けた歩み
をより一層加速させていくべく、あらためて「何のために働き方改革をすすめているのか」に目を向
け、現下の職場で生じている問題を労使協調でひとつずつ解消していく必要があるのではないか。
　損保労連としては、有識者を招いたセミナーなどを開催し、働き方改革を通じてめざすべき姿や、
その実現に向けて労働組合に今後求められる役割などを単組役員と共有してきており、今後も関連法
施行を契機とした連合・他産別の好取り組み事例の共有や単組役員向けのセミナー開催などを通じ、
個別労使の取り組みを後押ししていく。
　また、組合員一人ひとりの「こうありたい・こう働きたい」という率直な思いを軸とした「めざす
働き方」の実現に向けた取り組みを単組と一体となって推進していくことを通じ、働き方の変革に向
けた組合員一人ひとりの主体的な行動を後押ししていく。
　くわえて、損保労連加盟の各単組は、引き続きオルグ等を通じて職場の実態・課題把握をすすめると
ともに、要すれば今後の春闘を含めた労使協議の場等を通じて課題解消に向けた要請等を実施していく。
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１．持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた取り組み
　2015年９月に採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」については、今年日本で初めて開催さ
れた６月のG20やそれに先駆けて開催された経済界サミットである３月のB20で、政府や経団連が世
界に対して取り組みを発信していることにくわえ、経団連が2017年11月に企業行動憲章を改定して
以降各産業においても事業内容とSDGsを紐

ひも
づけて公表する企業が増加しているなど、世の中の機運

はこれまで以上に高まりつつある。
　こうしたなか、政労使での論議のもと策定された「SDGs実施指針」において、「労働組合は、社
会対話の担い手として、集団的労使関係を通じた適正な労働条件の確保をはじめ、労働者の権利確立・
人権・環境・安全・平和などを求める国内外の取組を通じ、ディーセント・ワークの実現や持続可能
な経済社会の構築に重要な貢献を果たすことが期待される」と述べられており、本日は今後労使で
SDGsの達成に向けた取り組みをすすめていくにあたっての方向性について、産業労使で認識を合わ
せたい。
　SDGsの趣旨・目的である「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現」を
達成するにあたり、例えば「目標８：働きがいも経済成長も　包摂的かつ持続可能な経済成長及びす
べての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促
進する」という目標の達成に向けた取り組みをすすめていくことは、損保グループ産業で働く組合員・
社員の労働条件の維持向上につながるものと考えている。また、「目標13：気候変動に具体的な対策
を気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」という目標の達成に向けた、自然災害
に対する備えを強

きょう
靭
じん

なものにする防災・減災の推進による地域の防災力向上といった取り組みなども、
損保グループ産業自体の健全な発展につながるものと考えている。このように、SDGsの達成に向け
た取り組みをすすめることは損保労連が活動目的として掲げている「損保グループ産業で働く全従業
員の労働条件の維持向上」「損保グループ産業の健全な発展」の実現に資するものであるため、損保
労連としてはSDGsの達成に向けた取り組みを主体的に展開していきたい。
　損保グループ産業においても、SDGsの達成に向けて、生保協会との「SDGsフォーラム」共催、「人
や国の不平等をなくそう」といった目標などにも関わるミャンマー・モンゴルといったアジア諸国の
損害保険市場の発展に向けた支援など、損保協会としての取り組みがすすめられている。くわえて、
個社単位でも、テレマティクス技術を用いた取り組み、天候インデックス保険や健康増進を促す商品
の提供、生物多様性の保全の実現に寄与する野生動物事故多発アラートの開発、社員食堂でのサステ
ナブル・シーフードの選択など、それぞれ取り組みがすすめられている。
　このように、SDGsの達成に向けた取り組みについては、産別労組・経営ともその重要性を認識し、
すでに取り組みをすすめている段階である。
　一方で、職場の現状に目を向ければ、「地方自治体の協定締結など、SDGsにも関連する会社施策
には懸命に取り組んでいるが、日常生活においてはSDGsに関連する行動がとれていない」「SDGsの

第168回 保険会社産業別労使懇談会（2019年7月25日）
第105回 損害調査会社産業別労使懇談会（2019年7月16日）
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ゴールのひとつである気候変動への取り組みと言われると壮大すぎて、具体的に何に取り組めばいい
のか、それがどのような効果があるのか、イメージが湧かない」といったように、SDGsに対する認
知度は高まりつつあるものの、SDGsの達成に向けた産業労使それぞれの取り組みをより確かなもの
としていくうえで必要となる組合員一人ひとりの主体的な行動の定着に向けては、バラつきがあると
考えている。
　こうした背景には、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性」があるとい
う社会像と組合員の日常とが遠いがゆえに、組合員は現在すでにすすめている会社・生活それぞれに
おける日々の行動をSDGsに関連付けて捉えることができておらず、SDGsに向けた取り組みをすす
めていくことへの身近さを感じていないことがあると考える。
　こうした課題を解消していくことは、SDGsの達成に向けて組合員一人ひとりが新たな行動に主体
的に踏み出す契機になり、その行動の積み重ねにより、主体的な行動が定着することとなり、地域振
興などの社会性発揮に向けた活動など損保労連がすすめている取り組みの促進・定着、会社がすすめ
ているSDGsにも関連する会社施策の強化、ともにめざしていくべきディーセント・ワークなどの実
現や、結果として産業魅力の向上につながっていくものと確信している。
　したがって、SDGsを労使共通の重要な価値観としたうえで、SDGsの達成に向けた取り組みをす
すめていくにあたっては、労使それぞれの強みを生かした適切な役割分担や協同が肝要との認識のも
と、会社側も例えば個別の会社施策や日々の行動とSDGsとの関連性について、関連している理由や
SDGsへの効果などをすべての社員へわかりやすく解説するなど、各社の実態に応じて、組合員の主
体的な行動の定着に向けた取り組みをすすめていただきたい。
　損保労連としても、まずは組合員一人ひとりが日頃から主体的に取り組むことができるように具体
的な行動のイメージを浸透させていく必要があると考えており、SDGsを身近に感じられるよう食品
ロスの減少や環境汚染防止など、社会の一員として日常生活においても実践できるような取り組みに
ついて、広報などを通じて周知していきたいと考えている。
　なお、SDGsの達成に向けて労働組合が果たす役割は大きく、積極的に取り組んでいくことが必要
との認識のもと、「『労働組合にとって極めて重要な課題』と国際労働運動を代表する組織である
ITUC（国際労働組合総連合）が位置づけている『貧困、ジェンダー、ディーセント・ワーク、不平等、
気候変動、平和』の６つの重点目標には、社会対話の一員として必ず労働組合を参画させる必要があ
る」といった見解を連合が示している。こうしたITUCが掲げる重点目標を中心に、連合や国際産業
別組織であるUNIは各種取り組みをすすめている。損保労連としては、貧困の解消・平和な世界の実
現に向けた連合やUNIの取り組みへの参画なども含め、損保労連としての取り組みについて継続的に
検討を深めていく。

２．働く意欲がある組合員がより長く活躍できる環境整備をめざして
　政府は、2018年11月の未来投資会議で取りまとめた「経済政策の方向性に関する中間整理」にお
いて、「人生100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者
の活躍の場を整備することが必要」との考え方のもと、2019年6月には「成長戦略実行計画案」を
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策定した。同計画案には、70歳までの就業機会確保に向けて「定年廃止」や「70歳までの定年延長」
のみならず、「継続雇用制度の導入」など多様な選択肢を用意していく方向性が示されており、今後
労働政策審議会に場を移し、引き続き検討・論議をすすめることとしている。
　損保労連および各単組では、組合員・社員がより長く活躍できるための賃金・人事制度や職場環境
を整備すべく、60歳以降の人事制度改定などに対する組合員のニーズ把握や労使協議などの取り組
みを行っており、損保グループ産業全体で取り組みがすすんでいる。
　こうしたなか、現下の職場に目を向ければ、「これまで培ってきた自身の知識・経験を生かし、少
しでも長く組織に貢献したい」といったように、社会的な状況もあいまってより長く活躍することを
望む組合員が確認できている。
　一方で、現行の定年年齢を間近にむかえた一部の組合員などからは、「60歳以降は社会貢献や趣味
などにあてる時間を今よりももっと増やしたい」といった意見が寄せられていることも確認できてい
ることからも、長く働くことに対する組合員の価値観はさまざまであり、単に定年年齢を延ばすなど
必ずしも硬直的な制度設計が馴

な じ

染まない点については認識をしておく必要があるものの、意欲ある組
合員・社員のより多くがやりがい・働きがいを持って現行の定年年齢にかかわらずより長く活躍でき
るよう、手を緩めることなく、労使で検討を深め、改善を積み重ねていくことが必要と考える。
　このように意欲ある組合員・社員のより多くがやりがい・働きがいを持って現行の定年年齢にかか
わらずより長く活躍できる環境を整備することは、個別労使ですすめていくことが大前提との認識に
あるものの、あらゆる世代の組合員のやりがい・働きがいの向上、そしてより魅力ある損保グループ
産業の構築につながっていくものと確信しており、労使での円滑かつ丁寧な検討を迅速に展開してい
くため、この場で損保労連としての考え方を伝え、産別労使の目線を合わせておきたい。
　まず、賃金・人事制度面についてである。損保グループ産業においても、未来投資会議の「働く意
欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を準備すべき」という問題意
識を参考にしつつ、組合員・社員が60歳以降もやりがい・働きがいをより一層高めていけるように、「後
輩指導や知識・経験の継承のみならず、マーケット開拓や難事案対応にくわえマネジメントなど自身
の経験や専門性等を生かすことができる役割付与」「60歳以降も見据えリカレント教育の強化など、
さらに能力・スキルを高めていくための対応」といった活躍できるフィールドや活躍を後押しする支
援策の拡充と、そのフィールドと活躍に見あった処遇体系について検討を深めていく必要があると考
える。
　また、社員の年齢構成など個社のおかれた状況がさまざまであることは承知しているが、フィール
ドと活躍に見あった処遇体系を構築すべく、あらゆる視点から検討をすすめていく前提として、「現
在の定年年齢である60歳までの賃金カーブが組合員の働きやライフステージに見あった設計になっ
ていることに鑑みれば、60歳以降の組合員・社員の処遇改善をするからといって60歳までの組合員
の賃金カーブを抑制してしまうと、その世代のモチベーション低下につながる懸念がある」という点
は、特に認識しておく必要がある。
　次に、職場環境面についてである。組合員・社員が60歳以降もより働きやすく活躍できる職場環
境を整備していくためには、60歳以降の組合員・社員の「活躍を後押しする組織マネジメントの徹底」
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「個々人の健康状態に配慮した対応が取れるよう『仕事と治療の両立』に向けた取り組みや健康増進
に向けた取り組みの強化」が必要と考える。
　また、こうした職場環境の前提には、思いやりや助けあいといった職場風土があることは言うまで
もなく、かかる視点からも、課題が見受けられた場合には解消に向けて労使で取り組んでいくことが
肝要と考える。

※ 点線枠内は、損害調査会社産業別労使懇談会のみで発言
　ここで、アジャスター職種について述べれば、50歳以上のベテラン社員の割合が全アジャスター
社員の半数近くを占めていることを背景に生じている「若手社員への技術継承」「アジャスター職
種の魅力度・認知度向上」「定年後再雇用社員の働きがい向上」といったアジャスターの年齢構成
に関する課題について、これまで損調産別労懇で共有してきている。
　現在の職場に目を向ければ、アジャスターの土壌・根幹である高い専門性を若手社員に継承し
ていくことや、ベテラン社員層と若手社員層がお互いに教えあい専門性や交渉力を高めていくこ
となどを通じ、組織全体で成長していこうとしている職場がみられるようになってきている実態
を一部で確認できている一方、個々の伝えるスキルや職場内のコミュニケーションの不足などに
より、こうした職場が一部にとどまっている実態をふまえれば、「アジャスターの年齢構成に関す
る課題」の解消に向けた取り組みは道半ばであると考えている。
　こうしたなか、本日論議している「意欲ある組合員・社員のより多くがやりがい・働きがいを持っ
てより長く活躍できる環境を整備すること」に取り組むことで、結果的に過去から認識している「ア
ジャスターの年齢構成に関する課題」のさらなる解消にもつながると考えている。

　損保労連では、こうした考えのもと、今後も働く意欲がある組合員がより長く活躍できる環境整備
に向けた取り組みをすすめていくが、その前提として、すべての組合員・社員がやりがい・働きがい
を持って活躍するといった意識を持ち、めざす働き方を自ら考え、行動をし続けられるよう、「めざ
す働き方」の実現に向けた取り組みを引き続き単組と一体となって主体的に推進していく考えにある。
　また、他業界においては、新入社員から65歳まで同じ処遇体系とすることや、柔軟な昇格・役職
登用の運用などで活躍の場を広げる賃金・人事制度の構築や、未病予防の観点で高齢者に多い認知症
リスクの早期発見に努める職場環境の整備など、検討が活発化していることを確認しており、こうし
た他業界の事例や政府の動向をタイムリーに情報提供していくほか、単組役員向けのセミナー開催な
どを通じ、個別労使の取り組みを後押ししていきたい。
　課題は決して少なくないが、その解消に向けて労使で着実に歩みをすすめていくことが重要と考え
ており、労組からの問題提起には真摯に応じてほしい。
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